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科 目
昭和 63年度 昭和 62年度

増 減 摘 要予 算 額 予 算 額

目支出の部

1 事 業 費 15，720，日日O 12β10ρD日 2，910，日日日
(1) 研 修 会 費 2，650，000 2，380，000 270，000 公開講演会等。前年度科目「講習講演会費」
(2) 広 報 費 600，000 550，000 50，000 電柱、電話柱看板料等広報活動費
(3) 会報発行費 2.700.000 2200.000 500.000 法人会会報、ニュ ス発行費
(4) 会員名簿発行費 3.500.000 1.7 6 0，0 0 0 1.740.000 会員名簿発行費
(5) 連合会会報費 620，000 620，000 。「法人の税務」購入費
(6) 会員増強推進費 300，000 400，000 A 100，000 会員増強月間運動諸費

(7) 地区、支部運営費 2.2 0 0，0 0 0 2.000，000 200，000 地区、支部運営活動費

(8) 部会運営費 1，800，000 1.600.000 200.000 源泉部会、青年部会、婦人部会運営活動費
(9) 連 メ口，. ~ 費 550.000 500.000 50.000 東法連、三法違会費等

ao研究懇談会費 400，000 400，000 。友誼団体共催事業等負担金
illl 渉 外 費 300.000 300，000 。関連団体、対外的慶弔
日目慶 弔 費 100.000 100.000 。会員供花代他

-・v 2 会 議 費 1，80口ρ00 1，970，日日日 ム 170，0日日
(1)総 会 費 1.000.000 1，270.000 6. 270，000 総会関係諸費。前年度科目「行事費」
(2) 役 員 ~ 費 500，000 450，000 50.000 理事会費
(3) 委 員 会 費 300.000 250，000 50，000 各委員会費

5 管 1里 費 18，0 32ρ00 14β22ρ00 3.210β日日
(!l給 料 手 当 9.800，000 9，4 0 0，0 0 0 400，000 職員給与交通費

(2) 福利厚生費 700.000 100，000 600.000 社会保険、勤労若互助会会費等

(3)旅費交通費 300.000 200，000 100.000 役職員交通費

(4) 通 信 費 3.720.000 2.370，000 1.350，000 会報、法人の税務等発送通信費

(5) 什器備品費 650.000 。 650.000 複写機等、備品保全費

(6) 消 耗 HE it I 費 100，000 80，000 20守000 消耗品、写真代他

(7)事務用品費 150，000 -100.000 6. 250.000 事務用品費

(8) 修 繕 費 150，000 。 150.000 事務所修繕費

(9) 印刷製本費 400，000 250.000 150.000 封筒、得封印刷費

aO水道光熱費 240.000 230.000 10.000 事務所水道光熱費

1111 家 賃 ¥，0:1 2.0 0 0 ¥，032.000 。事務所家賃
11司租 税 :i、、 課 30.000 50，000 ム 20.000 印紙代

113) 支払手数料 650.000 600，000 50.000 三井ファイナンス委託手数料他

11副図 書 費 100，000 100，000 。税務関係図書購入費
11日雑 費 10.000 10.000 。

支出の部小計 35，552，000 29，602ρ00 5，950，000 -4 固定資産取得支出 300，日日O 100ρ00 200，日日日

(1)什器備品購入支出 300.000 1 00，000 200，000 研修会用スライド映写機、ビデオ

5 特定預金支出 4，000，0日日 1.940，0日日 2β60β日日

(!l OA機購入引当預金支出 1，500，000 500，000 1.000.000 前年度科目「電算購入引当金」

(2) 会館積立引当預金支出 ¥，000.000 1.000.000 。
(3) 退職給与引当預金支出 500.000 4 -1 0.000 60，000 

(4) 1 0周年記念積立預金 ¥'000，000 。 1，000，000 社団化 10周年記念事業費積立

6 予 備 費 111，413 194.374 ム 82，961 

当期支出合計(C) 39，963，413 31，836，374 8，127，039 

当期収支差額

(A)ー(C ) ム3，644β73 ム 2.306，349 ム 1，338，524

次期繰越収支差額

( B )ー(C ) 。 。 。
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昭和 62年度

員増強功労者表彰者名簿ム一
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国
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栄

有限会社杉 本

株式会社マ ツ ヤ マ

合名会社平野屋金物庖

有限会社きはるやフーズ

株式会社久 美 堂

株式会社堤 組

有限会社丸 政 衛 庖

有限会社泰 和

丸中興産株式会社

株式会社東 京 建 創

有限会社北村建築設計事務所

株式会社カ ネ イ

有限会社小沢 工業所

町田ホンダ販売株式会社

株式会社オンワード縫製

株式会社電 巧 舎

株式会社協 立 産 業

八昭印刷株式会社

有限会社金 子 組

株式会社内藤電誠町田製作所

有限会社しんざかや

東海住建株式会社

有限会社コンピューヲーシステムデザイン

有限会社市川コンクリー卜工業所

株式会社村山工業所

株式会社千 葉 電 設

株式会社カ ザ

有限会社中溝自動車

有限会社煎 茶 屋

有限会社斉 藤 工 業

有限会社横内電気商会

有限会社石 阪 石 油

有限会社馬場工務広

株式会社飯田機械産業

中央消防機器株式会社

株式会社協和精密工業

有限会社町凹特殊鋼

三共自動車株式会社

株式会社相武冷凍センター

株式会社中島工務

株式会社朝 日 電

庖

てr

広

工

酒屋
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萩生田産業株式会社

株式会社三 和

株式会社総 合 図 書

有限会社古 関 商 庖

有限会社クラウン興業

有限会社つくし野興産

有限会社ク ローパ

有限会社丸

株式会社マ

株式会社町

有限会社高

岩波建設

有限会社シ マ ノ

有限会社小沢水道工事

有限会社ホビー模型おくぬし

高尾建設株式会社

株式会社マルサ園芸

有限会社村 田 商 庖

デイック株式会社

有限会社須崎米穀応

株式会社金 子 商 庖

相模工機株式会社

株式会社東都トロン保健センター

有限会社ハッピーストアー

相武石油有限会社

有限会社ア カ シ

株式会社加 藤 組

千歳モータース有限会社

有限会社熊 沢 石 油

八木食品産業株式会社

大日電機工業株式会社

八弘商事株式会社

医療法人・社団芙蓉会・芙蓉病院

ケーユー商事株式会社

鶴川石油株式会社

有限会社忠生造花庖

有限会社杉 山 商 庖

樹石油株式会社

株式会社中 野 屋

有限会社勝

有限会社な

庖
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設

庖

社
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建
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| 借地権の認定課税を免れるために | 
相当の地代の改訂と権利金の認定見合せ一一J

l締官はここを否認ほ Iifl;ケース1) 山、制1日間向山るX土
・明_...………叩叩…"“自問叩 地を、更地価額の 8%相当額の地代で社長から賃借すると

ともに、社長の自宅用地として、 A社の所有地であるY土地を相続税評価額の 8%相当額の地

代で社長に賃貸し、それぞれの土地につき「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を所轄税

務署長に届け出ていた。

ところが、税務調査で、社長からはX土地を更地価額の 8%相当額の地代で賃借しているの

であるから、 Y土地についても更地価額の 8%相当額の地代で賃貸すべきであり 、従って、Y

土地の更地価額の 8%相当額から、相続税評価額の 8%相当額を控除した残額は、 社長に対す

る報酬であるとして、所得税を源泉徴収しなければならないとの指摘を受けた。

〈ケース 2) B社は、前期において、将来無償で返還を受けることを条件に、子会社に事務

所用の土地を賃貸し、地代収入として 240万円を収益に計上するとともに、子会社と連名で「土

地の無償返還に関する届出書」を所轄税務署長に届け出ていた。

ところが、税務調査で、地代収入240万円は、相当の地代の額360万円に満たないので、 差額

の120万円は子会社に対する寄付金に当たるとして、寄付金の損金不算入部分を否認された。

私i(否認、ずおたか
法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場

合、これにより通常収受すべき権利金を収受しない場合に

は、原則として権利金の認定課税が行われることとされていますが (基通13-1-3)、この権

利金の認定課税を免れるための措置も税務上講じられています。すなわち、次の 1および2の

場合には、権利金の認定課税は行われないことになっています。

1 相当の地代の額を収受することとした場合の留意点

① 借地人等と連名で 「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を所轄税務署長に届け出て、

その借地権の設定等に係る土地の価額の上昇に応じて、順次その収受する地代の額を相当の
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地代の額に改訂(おおむね3年以下の期間ごと)する方法を選択するか、それとも改訂しない

方法を選択するかを明らかにすること(基通13ー1-8)。

② 相当の地代の額は、その土地の更地価額(更地としての通常の取引価額)に、おおむね年

8%を乗じて計算することとされているが、課税上弊害がないときには、その土地の近傍類

地の公示価格等から合理的に算定した価額または相続税評価額に、おおむね年8%を乗じて

計算した金額を相当の地代の額とすることができること(基通13-1-2)。

ケース 1は、この 1の場合に該当しますが、税務調査で指摘を受けたのは、相当の地代の額

を相続税評価額に年 8%を乗じて計算していることです。

すなわち、相続税評価額に年 8%を乗じて計算された金額を、相当の地代の額とすることが

できる場合は、上記②で述べたように、課税上弊害が認められないときだけです。

ケース 1では、社長から賃借したX土地については、更地価額に年 8%を乗じて計算された

金額を相当の地代の額としているのですから、杜長に賃貸したY土地に係る相当の地代の額に

ついても、 Y土地の更地価額に年 8%を乗じて計算された金額と同額としないと課税上弊害が ， 
あるということです。

そのため、 Y土地の更地価額に年 8%を乗じて計算された金額から、 Y土地の相続税評価額

に年 8%を乗じて計算された金額を控除した差額に相当する金額については、社長に対して給

与(定期の給与に該当するので報酬となります。基通9ー2ー10(6)、9ー2-16(2))を支給したと

して、源泉徴収すべきであるとの指摘を受けたものです。

なお、社長に対して報酬を支給したものとしたため、社長に対する報酬の額の合計額のうち

に、不相当に高額の部分の金額が生ずることとなったときには、その不相当に高額の部分の金

額は損金に算入されないことになります(法34①)。

2 権利金の認定見合せの取扱いの適用を受ける場合の留意点(基通13ー1-7)

① 借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合で、権利金を収受していないこと、ま

たは特別の経済的な利益を受けていないこと。

② 借地権の設定等に係る契約書において、将来借地人等がその土地を無償で返還することが

定められていること。

③ 借地人等と連名で「土地の無償返還に関する届出書」を提出すること。

④ 実際に収受する地代の額が相当の地代の額に満たないときには、その満たない金額が借地

人等に対して贈与(その借地人等が、その法人の役員または使用人である場合には、給与を

支給)したものとして取り扱われ、また、この相当の地代の額は、おおむね3年以下の期間

ごとに見直しが行われること。

ケース 2は、この②の場合に該当しますが、税務調査で指摘を受けたのは、実際に収受して

いる地代の額が相当の地代の額に満たないために、その満たない金額 120万円は子会社に対し

て寄付したものとされ、そのために寄付金の損金不算入額に相当する金額が所得に加算された

ものです。

-12 
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I!.: ドバ イλl ① 「相当の地代の改訂方法に関する届出書」 および「土
川 1 地の無償返還に関する届出書」は、土地を所有している

法人または個人の納税地の所轄税務署長へ届け出ることになっている。

② 駐車場等として土地を更地のまま使用させる場合は、通常権利金の授受を伴わないので、

権利金の認定課税は行われない(基通13ー1ー5)
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お知らせ

10月4日(火)青年部会公開講演会

0 演題:“感動をマイクにのせて!" 

講山・ NHKスポーツ樹11でおなじみ
i員・福島幸雄氏

O会場:町田市民ホール(入場無料)午後6時30分間場・7時間演
-
11月8日(火)町田法人会公開講演会

O講師:田中真 j澄登氏(参加無

O会場:ラポ一ル千寿陪閣j 

11月17日(木)

oi寅題
O講師

O会場

婦人部会公開講演会

:“相続税対策" ーおこる前の)~\f蕎え
:弁護土室 HJ景幸氏

八千代信用金庫町田支応(1時より)

qδ 



(利子税がかわりましだ)

利子課税の改正にともなう

申告書別表四・別表五の書き方

63年4月1日から預金利子の源泉税が国税15%都民税5% (改正前国税20%) に改正された

のに伴い申告書の様式も一部変更されましたのでご紹介します。

E量 伊l 会社の仕訳

利子収入 100，000円 l、現預金 80，000 受取利息 100，000 

源泉所得税 15，000円 租税公課 20，000 

都民税利子割額 5，000fll 又は、 ‘' 
手 取 額 80，000円 2、現預金 80，000 受取利息 80，000 

事業
. . 

所得の金額の計算に関する明細書 法人名
年度 . . 

処 分
総: 客員

社 外 iilE 出区 分 儲 f呆

① ② ③ 

円 円 自己 当
円

当期利益又は当期欠婦の額 1 賞 与

その他

損金の額に算入Lた法人仇(附帯
2 ど三 一一一一一一税を除〈

損金の納1:算入した道府県民税
3 / 一一一一一J

加 (利子割を除(，1且ジ市町村民税

損金の富良に算入した道府県民
4 ~"l)tJ ，s:グ~" / 一一一一一一税干Ilr'，制

損金的額に算入した納税充当金 5 / 一一一一一一揖量的割に揮入した附帯税(判千粧を肱(.1、
6 一一一一--- その他国重量、証曙t:1延納骨を除(，1且び過車税

減価償却の償却超過額 / 一一一一一一¥-----、、 ( ( ( 一 ./"、、 ー ( 

別
表
四

昭
六

四

• 
以
後
終
了
事
業
年
度
分

寄附金内繍金不算入額，
(軍服十四r16J又はrZ8j')- ~， I 21 

技術等海外取引の所得の特耳切窓桧額 i
(別表十(-)rI2Ji 

法人税額から控除される所得税額
(別表六(ー)'6の③J)l"f1?tfl'}:t ! 23 
校自由符除的対撃とLた外国法人税同額等 l 

(別表人口「いr3JtrSJ別表十六のごt1'31の計JI124 

花伽らωまでのJ! 125 

その他

22 16 ※ 16 

dtn.タ その他

その他

外濠

，， ~p 

決断均禍齢心血崎町tl"主事象をi!.，公社、へm
出 i<I 係る特別提IJ¥也輯へ叫隆起j過仙 t刷よ I126 
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可

利益積立金額の計算に聞する明細書
事業

法人名
年度

期首現在 当期中の増減 当期利益金処分
①差利引益②翌積期+立③首金現+④額症

l正 分 利益積立金額
等による増減

j成 増 (減は赤)

① ② ③ ④ ⑤ 

手IJ 益 準 f蔚 金 1 
円 円 円 円 円

千賓 立 金 2 

未節)1未納法人税
納:rl(附帯税を除<.) 
法案五|未納道府県民税
入品証|(均等割制止び刊f割舶を含むJ
税立l:rt
等ド|未納市町村民税

~-I 必J 専削舶を苛む。)

281ム ム

29 Iム ム

30 Iム A ム ム ム

差引合計額 I31 

法 0301-0501 

-・v

-・F

租税公課の納付状況等に関する明細書
事業

法人名.
年度

期首現在 当期中の納付税額 期末現在

当期発生税額 未納税額
税目及び事業年度 未納税額 充当金取崩し仮払経理に鍋金経理に

による納付よる納付よる納付 ①+②③ー④⑤

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

法
日召

円------
円 円 円 円

四百 1 

日召

------日召 2 

人 当 中 問

3 戸-----
円

期
分 確 { 疋 4~ 戸〆-----〆/白----------税 計 5 

日召
6 

------道
目白

日召

------日召
7 

府

当 手IJ 子 割 8 ，戸〆〆----- .t'.bOD ~OD() 
県
期 中 問 91 _____ 

民 分

------ 戸--戸--戸戸------
確 { 疋三 10 -----税
計 11 

"l< 

所得税額の控除及びみなし配当金額の
事業
. . 

一部の控除に関する明細書 年度
{去人名. . 

I 所得税額の控除に関する明細書

収入金制 ⑨附について派税される ⑨F庁のうfち号律除税を受け傾る
区 分 1穿 Wn

① ② ③ 

預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配 l ノDO.lJfJD 円 J r. IJlJtJ PI JA-. /JI'JD 円
公 社 !責 の 干IJ f- 等 2 
利(益みのな配し当配及当ぴ等剰余を金除のく分。配) 3 

証券投資信託の収益の分配 4 

そ の f也 5 l'吋 内 1吋

6 
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定期総会

開催される

青年部会部会長金子仙太郎

去る昭和63年5月12日、 町田市商工会館会

議室において、青年部会第九固定期総会が開

催されました。

当日、親会より三橋会長、石井副会長が、

署より松永統括官、渡部上席指導官の臨席を

頂き、司会加藤副部会長の開会の言葉により

午後6時30分より開会しました。

金子部会長のあいさつの後、規約に基づい

て同部会長が議長に就き議事に移りました。

ーく議事の概要〉

第一号議案

昭和62年度事業報告承認の件

富田副部会長が報告。

第二号議案

昭和62年度収支決算報告。並びに監査報告

承認の件

義人種?磁漆人事ト蕎単務会

記騒定鶏総暴

第5号議案を提案する佐藤副都会長。

青年部会も 9回目の総会を迎えた。

細野会計が収支報告をし、つづいて青木会

計監査が監査報告をした。

第三号議案

昭和63年度事業計画(案)承認の件

井上副部会長が提案。

第四号議案

昭和63年度収支予算 (案)承認の件

牧野会計が提案。

第五号議案

青年部会規約一部改正承認の件

佐藤副部会長が、規約第10条(会計)の改

正を提案。

第一号議案から第四号議案までが、満場一

致で可決され、第五号議案も熱心な質問の後

全員の承認を以て可決されました。

質問のあった第五号議案は、部会費の徴収

によって、部会会員の参加意識を向上する目

的を含んでの改正でしたが、実際の会費の徴

収は、充分な準備をするために来年度以降に

先送りされると説明されました。

議事終了後、 三橋会長と松永統統官より祝

辞を頂き、司会の閉会のことばをもって鯉事

終了しました。

総会終了後、会場を 'beme (1日大丸)J に

移して懇親会に入り、そこでも今後の部会活

動が話題の中心になりました。
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相続税シリーズパート 3

(¥. "w. "w. "w. "w. "w. "" IFわかりやすい相続税』を開催(¥."w. "w. "w. "w. "w. "" 

6月22日、町田税務署3階会議室において、

定例研修行事として定着しつつある、相続税

シリーズノ'{-ト3を開催しました。

今回の講師は、 資産税部門斎藤上席調査官

(写真中央)。初めは、「講師として立つのは、

今回が初めて」とちょっと緊張していた様子

でしたが、実際の実務から起こりうる事がら

を大変分かりやすく説明していただきました。

また、今回試みのひとつとして、テキスト

にマンガを採用。その結果いつもとちょっと

変わった研修ーとなりましたが、難しいテキス

トを{吏うよりもよかったようです。

研修の内容につい

ては、 i40万円でマ

イホームを手にいれ

る方法J i税金のか

からない贈与ー」他、

法人に限らず一般の

方にも関係のある題

材を選び、基本的な

点や注意事項。“知っ

ていて得する"情報

少し緊張ぎみ(?)の斎藤上席調査官。

を中心に進めていきました。

i40万円でマイホームを手にいれる方、法」

は、“親子聞の住宅取得資金の贈与の特例"(昭

和64年12月31日まで有効)を利用したもので、

表-1の様に相当の税額が軽減されます。

また「税金のかからない贈与」は、前記の

“親子聞の住宅取得資金の贈与の特例"でマ

イホームを手に入れる目安が着いた後に、地

代も権利金も支払わない場合でも課税されな

青年部会副部会長村松欄敏

い方法と言うことでしたが、これには、親の

土地であることや、相続税は別なのだと言う

注意事項がありま した。

さらに同じ課題で、“負担付き贈与"の例

がありました。ここでは、ローンなどの残額

がある資産の贈与には、税金がかからない場

合があるとの事で、 例題の中では、贈与税も

譲渡所得税もかからないと言う話でした。

しかしローンなどの残額だけは残るので、

注意が必要です。

一部の話にだけ触れましたが、これ以外に

もたくさんの例題を上げての研修会でした。

しかし、せっかく税務的に有利な条件が揃っ

ていても、知らなければこれらの事も活用出

来ません。

実は、今回もう 一つの試みと して、あえて

開催日を水曜日に設定し、町中の会員さんが

たに参加しやすくしようと試みたのですが、

残念なことに参加者24名のみの参加でした。

部会としましても、出来るだけ多くの方に

知って頂きたい事ですので、次の機会には是

非参加して頂きたい。知らないでいますと、

結局損をする事になりかねませんので…。

(表一 1) 

負担軽減状況(住宅取得資金のみの贈与の場合)

l!首与綴 通常与の
特例による 軽減額 軽減割合

日首 税額 l!首与税綴

200万円 24万円 万円 24万円 100% 

300 56 56 100 

400 94 10 84 89.4 

500 136 20 116 85.3 

600 181 40 141 77.9 

700 230.5 72 158.5 68.8 
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婦人部会

総会開催

婦人部会部会長堤 敏子

5月26日八千代信用金庫会議室に於て、第

7回総会を開催いたしました。

署より松永統括官、渡部上席指導官、会よ

り鈴木副会長の御出席をいただきました。早

いもので、 7回目を迎えることが出来ました。

この間の関係者の方々のあたたかい御理解、

会場には35名の部会員が出席。

八千代信用金庫の会議室で総会を開催。

御指導、心より御礼申し上げます。

出席者も回を重ねる度に親睦を深め、堺地

区から南地区から参加して下さる様になり、

出席者も安定してまいりました。これも役員、

幹事さんの御努力のおかげと感謝しておりま

す。

本年度もよき経営者となる為の会の目標に

添いよき伴奏者として頑張って頂きたいと思

います。ニュース、会報などに案内が出ます。

よくお読みいただき、行事に参加して下さい

ませ。

最後に皆様の御健康と会社の御繁栄を心よ

りお祈りしてご挨拶といたします。

総会二部“ワインパーティー"
婦人部会 副部会長神蔵玉江

総会後2時30分より懇親会に移りました。 ありますが、 4時閉会にさせていただきまし

八千代信用金庫の協力を得て、キ ッコーマン た。

ホームパーティーの開催が出来ました。

手軽に作っていただいたお料理にワインを

添えて、マナーと料理の作り方を説明して下

さいました。白ワインからロゼ、赤ワインと

すすめるのが良いと話されました。色や香り

を楽しみ味わう時は、舌の上にワインをのせ

てころがす様に飲むのが良い、など印象的な

場面もありました。会場では、うなずき乍ら

それぞれ味わい会話もはずんでおりました。

笑顔の続くなごやかな中に、惜しい様では

- 18-
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榊榊#見学研修会に参加して 榊榊帯

6月24日金曜日、 44名を乗せたパスは、予

定どおり 7時には東急前を出発し、 一路千葉

方面へと向かいました。

今回の研修会、天候にはあまり恵まれませ

んでしたが大変楽しく過ごさせて頂きました。

各役員の方御世話になりました。

感想

① 少し遠くて強行軍だったのであまり

自由時間がなかった。

② 銚子おしょうゆ工場

主婦と して炊事に密着する見学は、

私は好きです。大変参考になりました。

③ 潮来十二橋めぐり

正直のところ思っていたほどにはな

かったが面白くたまには変った事も良

銚子おし ょうゆ工場前で記念揖影。

原町田第 1地区会幹事八木 きよ子

いと思います。

次回の研修会も楽しみに、宜しくお願いし

ます。

潮来あやめ園にて。

原町田第 1地区会堀内判子

毎年行なわれている婦人部会、研修旅行会、

今年は銚子お しょうゆ工場、犬|吠111奇灯台、潮

来十二橋めぐりとまわり、何事もなく無事終

わりました。

いつもいつも会長さんはじめ役員の方々に

はお世話になり、 心より感謝しております。

パスの中での渡部上席の税務研修会を通し、

売上そして税金と、いつも頭の中に存在して

おりますのに、知ろうとしない自分のおろそ

かさに気がつきます。

これからも、出来るだけ研修会に出席し、

ひとつでも多く 、勉強していきたいと思いま

す。

何とぞ、よろしくおねがいいたします。

n
H
d
 



研修

7月4日午後 1時30分より町田税務署 3階

会議室において、本年度第 1回目の研修会を

開催しました。

今回のテーマは、「源泉所得税の四季」と

いうことにし、各季節毎におけるいろいろな

行事から発生する源泉所得税上の問題につい

て正しい知識を把握するということでした。

講師として、いつものとおり 町田税務署法

人税第一部門渡部上席指導官 ・橋口調査官 ・

長井調査官の各氏に担当していただきました。

まずスライドによって年間の源泉所得税事

務の動きをたしかめ、次いで橋口調査官より

資料第 1のなかから、「昼食の現物支給によ

る経済的利話」、 「会社が負担したサークル活

動のための費用」、「ゴルフクラブの入会金と

年会費」、 「会社が負担した保険料」の各項目

について、税務上の取扱いで特に留意しなけ

ればならない点の説明が行われました。

つぎに今回はじめての試みとして、参加者

が4人ずつのグループを作り、渡部上席指導

四ヶ所源泉部会長が挨拶。

官から出題された

具体的設問につい

て「課税する」、

惑いは「非課税で

よい」といった解

答を行い、橋口調

査官 ・長井調査官

の正解説明がされ

る司f修をす、めま

した。

各グループは、

を開催
源泉部会部会長四ヶ所 守

量初は橋口調査官の説明から始まった。

全員で意見を述べあい、結論を出すうえで出

題者に条件の確認など活発な質擬応答がなさ

れました。

r 1年を経過しても未払となっている役員

賞与に係る源泉徴収の時期」や「優秀な人材

を他社から引き抜くための引抜料の源泉徴

収」について各グループとも大いに判断に苦

しみ、また「会社が負担する海外旅行の費用」

についても三つの要件をすべて満たせば給与

として、源泉徴収する必要がないなどすべて

の問題についてより深い知識をおさめること

ができたと思います。

当日、松永統括官も挨拶のなかで述べられ

ましたが、源泉部会は、その目的からして源

泉所得税関係を中心に活動するようになり 、

研修会のテーマ選びなど苦心します。しかし、

徴収義務者としての重要な立場を認識して正

しい取扱いへの知識の向上が必要です。

今後に予想される税法改正については、税

務当局に協力をお願いして説明会など開催し

たいと思います。部会へのご意見などどしど

し事務局までおよせ下さい。
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厚へ生委員 之》Zヨt より お知らせ
厚生委員長古津

全法連ならびに東法連が実施いたしております、各種共済制度について、町田法人会も加入

推進に努めておりますが、現在の各制度別加入状況は次のとおりとなってお ります。

制 度名 区 う〉 加入法人数(社) 加入率(%) 取扱会社

11汀団法人会 384 13.8 大 同 生 メロ〉ロ、
大型保障制度

東法連合計 32.288 12.2 A U 

11汀団法人会 161 5.8 大 同 生 frJ 
経営者年金

東法連合計 6.633 2.5 

個人生年保 金
11汀団法人会 ※ 7 大 同 生 命

(型)J
東法連合計 ※ 1，265 

個人信年託 金
l町田法人会 ※ 75 安田 ・三井・ 三菱

(型) 東法連合言| ※ 6，675 の各信託銀行

11汀団法人会 119 4.3 大 同 生 メIIf〉J、
特 退 土*"、

東法連合計 9，567 3.6 

町田法人会 211 7.6 アメリカンフ 7ミリー
新ガン保険

東法連合計 9，713 3.7 

11汀田法人会 ※ 22 A U 
保全プラン

東j去連合計 ※ 2.362 

※印は加入件数 (63.6.13東法連資料より)

以上のとおり会員各位のご理解とご、協力により、現在加入率では、いずれも東法連合計を上

回っておりますが、本年度も引きつづき各制度の加入推進に努めて参ります。

Iげ・"".，，，，，，川両山"""''''''''''''0，，，.，，，，.，，，・川川""""""""".，，..'川，，，"""，，，，・"'，・，"'""""'，，，，""""川，，，.."'.，，..，，川川'''''.，..，・"-""""""""".".1''''"..1'川川....1'・h・1川"“"""・''''''げ白，，，，....，，，，.，...・0・，....，....，....，，，・，...."..........，.'，.......".，.....'，..，，..・".，，，.."川 1・".，........川"""'"川I

第7回初級実務簿記講習会
開講する

毎回好評を拍しております初級実務簿記講

習会は、遂に 7ヶ年の年輸を数えるに至り、

真夏の事業としてかなり定着した感がござい

ます。

本年度も、会員よりの期待が高く 、55名の

熱心な受講者の申込をいただきました。

講師は通年税理士会殿にご協力をいただい

ておりますが、今講習会は田中光一先生にお
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お知らせ

研修委員長杉浦信男

7回目の簿記講習には55名の申し込みがあった。



勤めを願い、去る 7月 1日町田市公民館大集

会室に於て開講されました。

開講式には、ご来賓として署ご当局より渡

事務局だより

夏休みのある日、水遊びを楽しむ子供達。

部上席指導官を、主催会より石井副会長及び

杉浦研修委員長が出席。それぞれ挨拶を述べ

高屋事務局長より講師の紹介と、講習会運営

のすすめ方の説明がなされ第 1日目 の講習が

開始されました。

田中講師は、日百和55年慶応大学卒にて新進

気鋭、若さ溢れる明快な講義に受講者の熱い

期待がょせられております。

これより会員の方が全課程を収められ、修

了証書を手にされますようご健斗を切望した

いものです。

尚引続き 8月29日より毎週 1回午後 611寺よ

り8時30分迄、町田市商工会館会議室にて中

級実務簿記講習会が開催されます。

奮って受講のお申込をいただきますようご

案内をいたします。

表紙撮影・北村紀一・会員

(有)北村建築設計事務所代表取締役

表紙の写真は、芹ヶ谷公園に流れる小川の

写真です。

芹ヶ谷公園は、市街に最も近い憩いの場の

ひとつとして市民に親しまれています。公園

内には、湿生植物園、花見園、官険広場、展

望台等があり、家族でちょっと散歩を楽しむ

時など最適です。疲れた時には、木影で一休

みなどしてはいかがでしょうか。

この小川には名前もありませんが、その水

源、は小田急線近くのj雨水に始まり、 500メー

トル先の国際版画美術館まで続いています。

く法人会会員シールをご利用下さい〉
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会報の裏表紙に掲載されている r(社)IUJ田法

人会会員」シールをご存じですか? 切りとっ

て図のように、申告書の所定の場合にお貼りく

ださい。
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-応募資格 高校生であればどなたでも応募できます。

・テ ー マ 税に関することであれば、何でも結構ですが、

次のような例を参考にしてください。

0税や税務署についての意見

0税について学校などで学んだことについて

の意見

0税務署などを見学したことがあればその経

験や印象

0税についての家族の体験談やまわりの方の

話を聞いて、自分が考えたこと

・応募点数と字数 1人 1編、 3，000字以内で、末尾に住所、氏名、

学校名、学年、学校の所在地を書いてくださ

しミ。

-締切

・表

り 9月5日(月)までに税務署へお送 りください。

彰 優秀作文には、賞状と記念品を贈呈します。

税の作文募集についてのお問い合わせは税務署総務課へ

税の相談日の中止について

税務相談官による税の相談日(第 1及び第3木曜日)は、当分の間中止します。なお、税務

相談については下記 (お近く )の税務相談室の分室をご利用ください。

一一一言己一一一

O八王子税務署分室

O立川税務署分室

O神奈川税務署分室

O川崎北税務署分室

O厚木税務署分室

東京都八王子市子安町4-4-9

東京都立川市高松町 2-26-12 

横浜市神奈川区栄町 8-6

川崎市高津区久本269-1 

厚木市水引 1-10-7 

宮 0426-26-5105

ft 0425-26-0655 

ft 045-453-0553 

ft 044-852-1110 

宮 0462-24 -2244 

甘 い言葉 に ご注意 を

最近、「国税局、税務署関係者」などと言って、税務関係の図書の販売や講習会への参加を

呼び掛け、多額のお金を請求するといったことが多発しております。

国税局、税務署では、一切このようなことはしておりませんので、不審に思われたら、遠慮

せずに身分証明書の提示を求めるか税務署へ問い合わせてください。
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ご存知ですか?

-従業員の退蔵盆規定のある企業

94.6% 

-役員の退職金規定のある企業

15.4% 

-役員の退職金規定を作りたいと

考えている企業 63.1%

特色

-月々計画的な掛金で多額の資金が準備されます。

・積立金は年金、一時金いずれか希望される方法でお受取りになれます。

・掛金は安全・有利に運用されます。

5万円

198.000円 138.600円 99.000円

3万円 1万円

59.400円 19.800円

17.140.000円I11.998.000円I8.570.000円 I5.142.000円 I1.714.000円

合「役員退職慰労金規程Jと「議事録」のサン7)レを差し上げます二希望的方は、下記までお申し込み<1こさレ

この制度のお問合せは

(社)東京法人会連合会 東京都新宿区坂町13番地4全法連会館3階 TEL03(355)2911

臨~ *t IDJ.EE ~$; A翠彊ヨ 左のシールの使い方については

22ページをご覧ください。


